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計 画 書 
鹿児島都市計画地区計画の変更（鹿児島市決定） 

 
都市計画南伊敷地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 南伊敷地区地区計画 

位   置 鹿児島市伊敷町、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目及び西伊敷三丁目の各一部 

面   積  約１９．5ｈａ 

地区計画の目標 

当地区は、市の中心部から北西へ約 8km の位置にあり、市内の大型団地である伊

敷団地の入口部に隣接し、今後、低層住宅地が形成される地区である。そこで、土地

区画整理事業による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した

良好な居住環境の形成を図ることを目的として地区計画を定めるものとする。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

土地利用の

方針 

周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、当地区を次の四つ

に細区分する。 
１ 低層戸建住宅 A 地区（Ａ地区）  

戸建住宅を主体とした地区として、閑静でうるおいのある良好な居住環境が形

成されるよう規制誘導する。 
２ 低層戸建住宅 B 地区（Ｂ地区） 

戸建住宅を主体とし、一区画面積を広区画とした地区として、閑静でゆとりと

うるおいのある良好な居住環境をかもしだすよう規制誘導する。 
３ 低層集合住宅地区（Ｃ地区）  

低層の共同住宅も建築できる地区として、良好な居住環境が形成されるよう規

制誘導する。また、敷地規模により住戸数の制限を行うものとする。 
４ 地区サービス施設地区（Ｄ地区）  

日用品販売店舗や公衆浴場等が建築できる地区として、良好な環境が形成され

るよう規制誘導する。 
地区施設の

整備の方針 
地区施設として、区画道路、緑道、街区公園及び都市緑地を適正に配置する。 

 
建築物等の

整備の方針 

良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地

面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」、「建築物等の形

態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定

する。 
また、屋外広告物はできるだけ設置を控えるものとし、設置する場合は周辺環境と

の調和を図り、美観を損なわないように努める。 
樹林地、草地

等の保全に

関する方針 
将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全する。 



 

2 
 

地

区

整

備

計

画 

地区施設

の配置及

び規模 

道路 区画道路（幅員６ｍ～１４ｍ）及び緑道は計画図表示のとおり 
公園、 

緑地 
街区公園（２か所、約０．６ｈａ）、都市緑地（１か所、約０．２ｈa）は計画

図表示のとおり 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地
区
の 
区
分 

地 区 の

名称 
低層戸建住宅 A 地

区（Ａ地区） 
低層戸建住宅 B
地区（Ｂ地区） 

低層集合住宅地区

（Ｃ地区） 
地区ｻｰﾋﾞｽ施設地区

（Ｄ地区） 
地 区 の

面積 
約１７．5ｈａ 

 
約１．0ｈａ 

 
約０．６ｈａ 

 
約０．４ｈａ 

 
建築物の用

途の制限 
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

次に掲げる建築

物以外の建築物は、

建築してはならな

い。 
(1) 共同住宅（２以上の玄関を有し、

内部で往来することができる扉又

は内部階段等が設置されている共

同住宅を除く｡）、長屋、寄宿舎又は

下宿 
 
 
 
 

 

(1) 共同住宅及び

長屋（当該共同

住宅及び長屋の

住戸の数が当該

共同住宅及び長

屋の敷地面積

（㎡）の数値を

120 で除して得

た数を超えない

ものを除く。)、
寄宿舎又は下宿 

(1) 店舗、飲食店そ

の他これらに類

する用途に供す

るもの 
 
(2) 公衆浴場 
 
(3) 診療所 
 
(4) 集会所 
 
(5) 建築基準法別

表第 2（い）項第

9 号又は（は）項

第7号に掲げる建

築物 
 

(6) 前各号の建築

物に付属するも

の 

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの（集会所を除

く。） 
(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 
(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す

るもの 
(5) 公衆浴場 

 
建築物の敷

地面積の最

低限度 

１６５㎡ 
ただし、仮換地

の指定時におい

て、１６５㎡未満

の土地について、

その全部を一の

敷地として使用

する場合は、適用

しない。 

２５０㎡ 
ただし、仮換

地の指定時にお

いて、２５０㎡

未満の土地につ

いて、その全部

を一の敷地とし

て使用する場合

は、適用しない。 

２００㎡ ５００㎡ 
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壁面の位置

の制限 
 
 

 
１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」と

いう。）の面から当該建築物の敷地と道路との境界線（隅

切部分を除く。以下「道路境界線」という。）までの距離

の最低限度は、A 地区 1ｍ、B 地区３ｍ、C 地区１ｍとす

る。 
 
２ 外壁等の面から道路境界線を除く敷地境界線までの距

離の最低限度を B 地区は、1m とする。 
 
３ 前２項に定める距離の最低限度に満たない距離にある

建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、前２項の規定は適用しない。 
(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高

さが 2.5ｍ以下で、かつ、床面積の合計が 10 ㎡以内で

あること。 
(2) 外壁等の中心線の長さの合計が 3m 以下であること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築物の高さ 
の最高限度 

 １５ｍ 

建築物等の

形態又は意

匠の制限 

建築物の色彩は、鹿児島市景観計画に定める景観形成基

準における｢色彩｣の基準によるものとする。 
 

１ 建築物の色彩

は、鹿児島市景観

計画に定める景観

形成基準における

｢色彩｣の基準によ

るものとする。 
 
２ 建築物におけ

る建築設備は、鹿

児島市景観計画に

定める景観形成基

準における「屋外

設備」の基準によ

るものとする。 
 
３ 広告物の個数、

形状、意匠及び色

彩は、広告物を掲

出する場所の周囲

の環境との調和が

保たれるものであ

り、発光塗料及び

ネオン管点滅式の

光源及び可変表示

式広告物を使用し

ない。 
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建築物等の

形態又は意

匠の制限 

 ４ 壁面広告物は、

広告物を掲出する

部分の建築面積の

10 分の 1 以内であ

ること。 
 
５ 突出広告物は、

1 個につき 1 面の

表示面積が 2 ㎡以

内であり、かつ、

公道上に突き出し

ていないこと。 
 
６ 屋上広告物の

高さは、地上から

これを設置する箇

所までの高さの 5
分の1以下であり、

かつ、5ｍ以下であ

ること。 

かき又はさ

くの構造の

制限 

 道路に面する側のかき又はさくの構造は、生垣によるも

のとする。この場合において、ネットフェンス等透視可能

なもの又は高さ ６０ｃｍ以下のブロック塀若しくはこれ

に類するものの併設を妨げない。 
 

１ 道路に面する

側のかき又はさく

の構造は、生垣に

よるものとする。

この場合におい

て、ネットフェン

ス等透視可能なも

の又は高さ ６０

ｃｍ以下のブロッ

ク塀若しくはこれ

に類するものの併

設を妨げない。 
 
２ 建築物等の敷

地における道路に

面する部分につい

ては、道路境界線

から幅１ｍ以上の

緑地帯を設けるこ

と。ただし、駐車

場の出入口等の部

分については、こ

の限りでない。 
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「区域、地区整備計画の区域、地区施設の配置、壁面の位置の制限及び土地の利用に関する

事項については、計画図表示のとおり」 
 

理由 
建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）の一部改正（平成 26 年 6 月 4 日公布）により、別表第二「用

途地域等内の建築物の制限」において「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」とする用語整理が

行われたことから、この改正にあわせ、地区整備計画の建築物の用途の制限の用語整理を行うもので

ある。 

 

土
地
の
利
用
に
関
す
る
事
項 

現存する樹

林地、草地

等で良好な

居住環境の

確保に必要

なものの保

全を図るた

めの制限 

計画図に表示する樹林地等においては、これを保存する。 
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計 画 書 
鹿児島都市計画地区計画の変更（鹿児島市決定） 

 
都市計画伊敷グリーンヒル地区地区計画を南伊敷地区地区計画に名称を改め、次のように変更する。 

名   称 南伊敷地区地区計画 

位   置 鹿児島市伊敷町、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目及び西伊敷三丁目の各一部 

面   積  約１９．5ｈａ 

地区計画の目標 

当地区は、市の中心部から北西へ約 8km の位置にあり、市内の大型団地である伊

敷団地の入口部に隣接し、今後、低層住宅地が形成される地区である。そこで、土地

区画整理事業による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した

良好な居住環境の形成を図ることを目的として地区計画を定めるものとする。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

土地利用の

方針 

周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、当地区を次の四つ

に細区分する。 
１ 低層戸建住宅 A 地区（Ａ地区）  

戸建住宅を主体とした地区として、閑静でうるおいのある良好な居住環境が形

成されるよう規制誘導する。 
２ 低層戸建住宅 B 地区（Ｂ地区） 

戸建住宅を主体とし、一区画面積を広区画とした地区として、閑静でゆとりと

うるおいのある良好な居住環境をかもしだすよう規制誘導する。 
３ 低層集合住宅地区（Ｃ地区）  

低層の共同住宅も建築できる地区として、良好な居住環境が形成されるよう規

制誘導する。また、敷地規模により住戸数の制限を行うものとする。 
４ 地区サービス施設地区（Ｄ地区）  

日用品販売店舗や公衆浴場等が建築できる地区として、良好な環境が形成され

るよう規制誘導する。 
地区施設の

整備の方針 
地区施設として、区画道路、緑道、街区公園及び都市緑地を適正に配置する。 

 
建築物等の

整備の方針 

良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地

面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」、「建築物等の形

態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定

する。 
また、屋外広告物はできるだけ設置を控えるものとし、設置する場合は周辺環境と

の調和を図り、美観を損なわないように努める。 
樹林地、草地

等の保全に

関する方針 
将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全する。 

計 画 書 
鹿児島都市計画地区計画の変更（鹿児島市決定） 

 
都市計画南伊敷地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 南伊敷地区地区計画 

位   置 鹿児島市伊敷町、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目及び西伊敷三丁目の各一部 

面   積  約１９．5ｈａ 

地区計画の目標 

当地区は、市の中心部から北西へ約 8km の位置にあり、市内の大型団地である伊敷

団地の入口部に隣接し、今後、低層住宅地が形成される地区である。そこで、土地区

画整理事業による基盤整備の効果を維持するとともに、周辺の自然環境に調和した良

好な居住環境の形成を図ることを目的として地区計画を定めるものとする。 

区

域

の

整

備

・

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

土地利用の

方針 

周辺地域との調和のとれた良好な住宅市街地の形成を図るため、当地区を次の四つ

に細区分する。 
１ 低層戸建住宅 A 地区（Ａ地区）  

戸建住宅を主体とした地区として、閑静でうるおいのある良好な居住環境が形

成されるよう規制誘導する。 
２ 低層戸建住宅 B 地区（Ｂ地区） 

戸建住宅を主体とし、一区画面積を広区画とした地区として、閑静でゆとりと

うるおいのある良好な居住環境をかもしだすよう規制誘導する。 
３ 低層集合住宅地区（Ｃ地区）  

低層の共同住宅も建築できる地区として、良好な居住環境が形成されるよう規

制誘導する。また、敷地規模により住戸数の制限を行うものとする。 
４ 地区サービス施設地区（Ｄ地区）  

日用品販売店舗や公衆浴場等が建築できる地区として、良好な環境が形成され

るよう規制誘導する。 
地区施設の

整備の方針 
地区施設として、区画道路、緑道、街区公園及び都市緑地を適正に配置する。 

 
建築物等の

整備の方針 

良好な居住環境及び都市景観の確保のため、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地

面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」、「建築物等の形 
態又は意匠の制限」及び「かき又はさくの構造の制限」について地区整備計画を策定 
する。 
また、屋外広告物はできるだけ設置を控えるものとし、設置する場合は周辺環境との

調和を図り、美観を損なわないように努める。 
樹林地、草地

等の保全に

関する方針 
将来にわたって良好な風致を維持していくため、現存する樹林地等を保全する。 

 

（旧） （新） 
変更対照表 
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地

区

整

備

計

画 

地区施設

の配置及

び規模 

道路 区画道路（幅員６ｍ～１４ｍ）及び緑道は計画図表示のとおり 
公園、 

緑地 
街区公園（２か所、約０．６ｈａ）、都市緑地（１か所、約０．２ｈa）は計画

図表示のとおり 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地
区
の 
区
分 

地 区 の

名称 
低層戸建住宅 A 地

区（Ａ地区） 
低層戸建住宅 B
地区（Ｂ地区） 

低層集合住宅地区

（Ｃ地区） 
地区ｻｰﾋﾞｽ施設地区

（Ｄ地区） 
地 区 の

面積 
約１７．5ｈａ 

 
約１．0ｈａ 

 
約０．６ｈａ 

 
約０．４ｈａ 

 
建築物の用

途の制限 
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

次に掲げる建築

物以外の建築物は、

建築してはならな

い。 
(1) 共同住宅（２以上の玄関を有し、

内部で往来することができる扉又

は内部階段等が設置されている共

同住宅を除く｡）、長屋、寄宿舎又は

下宿 
 
 
 
 

 

(1) 共同住宅及び

長屋（当該共同

住宅及び長屋の

住戸の数が当該

共同住宅及び長

屋の敷地面積

（㎡）の数値を

120 で除して得

た数を超えない

ものを除く。)、
寄宿舎又は下宿 

(1) 店舗、飲食店そ

の他これらに類

する用途に供す

るもの 
 
(2) 公衆浴場 
 
(3) 診療所 
 
(4) 集会所 
 
(5) 建築基準法別

表第 2（い）項第

9 号又は（は）項

第7号に掲げる建

築物 
 

(6) 前各号の建築

物に付属するも

の 

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの（集会所を除

く。） 
(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 
(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者施設ホームその他こ

れらに類するもの 
(5) 公衆浴場 

 
建築物の敷

地面積の最

低限度 

１６５㎡ 
ただし、仮換地

の指定時におい

て、１６５㎡未満

の土地について、

その全部を一の

敷地として使用

する場合は、適用

しない。 

２５０㎡ 
ただし、仮換

地の指定時にお

いて、２５０㎡

未満の土地につ

いて、その全部

を一の敷地とし

て使用する場合

は、適用しない。 

２００㎡ ５００㎡ 

地

区

整

備

計

画 

地区施設

の配置及

び規模 

道路 区画道路（幅員６ｍ～１４ｍ）及び緑道は計画図表示のとおり 
公園、 

緑地 
街区公園（２か所、約０．６ｈａ）、都市緑地（１か所、約０．２ｈa）は計画

図表示のとおり 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地
区
の 
区
分 

地 区 の

名称 
低層戸建住宅 A 地

区（Ａ地区） 
低層戸建住宅 B
地区（Ｂ地区） 

低層集合住宅地区

（Ｃ地区） 
地区ｻｰﾋﾞｽ施設地区

（Ｄ地区） 
地 区 の

面積 
約１７．5ｈａ 

 
約１．0ｈａ 

 
約０．６ｈａ 

 
約０．４ｈａ 

 
建築物の用

途の制限 
次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

次に掲げる建築

物以外の建築物は、

建築してはならな

い。 
(1) 共同住宅（２以上の玄関を有し、

内部で往来することができる扉又

は内部階段等が設置されている共

同住宅を除く｡）、長屋、寄宿舎又は

下宿 
 
 
 
 

 

(1) 共同住宅及び

長屋（当該共同

住宅及び長屋の

住戸の数が当該

共同住宅及び長

屋の敷地面積

（㎡）の数値を

120 で除して得

た数を超えない

ものを除く。)、
寄宿舎又は下宿 

(1) 店舗、飲食店そ

の他これらに類

する用途に供す

るもの 
 
(2) 公衆浴場 
 
(3) 診療所 
 
(4) 集会所 
 
(5) 建築基準法別

表第 2（い）項第

9 号又は（は）項

第7号に掲げる建

築物 
 

(6) 前各号の建築

物に付属するも

の 

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの（集会所を除

く。） 
(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 
(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す

るもの 
(5) 公衆浴場 

 
建築物の敷

地面積の最

低限度 

１６５㎡ 
ただし、仮換地

の指定時におい

て、１６５㎡未満

の土地について、

その全部を一の

敷地として使用

する場合は、適用

しない。 

２５０㎡ 
ただし、仮換

地の指定時にお

いて、２５０㎡

未満の土地につ

いて、その全部

を一の敷地とし

て使用する場合

は、適用しない。 

２００㎡ ５００㎡ 


